
税法実務コース 財産評価 コントロールタワー 
 
 
 

回 数  学習テーマ 内 容 

第１回 

第１章 総 則 

■１ 評価の原則 
■２ 邦貨換算 
■３ 共有と区分所有 

第２章 土地及び土地の上に存する権利 

■１ 土地評価上の区分 
■２ 地積 
■３ 減額の適用が受けられる場合 

第３章 宅 地 

■１ 評価単位 
■２ 評価の方法 
■３ 路線価による評価 
■４ 不整形地 
■５ 特殊な土地等① 

評価の原則及び土地

のうち宅地の評価に

ついて学習します。 

第２回 

■５ 特殊な土地等② 
■６ 私道 
■７ 倍率方式による評価 

第４章 宅地の上に存する権利 

■１ 宅地の上に存する権利 
■２ 使用貸借に係る土地についての取扱い 

 ■３ 相当の地代を支払っている場合等の借地権等 
についての取扱い 

■４ 土地の無償返還に関する届出書が提出されて 
いる場合 

特殊な土地の評価及

び宅地の上に存する

権利の評価について

学習します。 

第３回 

■５ 定期借地権等 

第５章 農地・山林・立木 

■１ 農 地 
■２ 山 林 
■３ 立 木 

第６章 家屋・附属設備等・構築物 

■１ 家 屋 
■２ 附属設備等 
■３ 構築物 

第７章 動産等 

■１ 一般動産 
■２ たな卸商品等 
■３ 書画骨とう品 
■４ 電話加入権 
■５ 営業権 

農地・山林・立木、家

屋・附属設備等・構築

物、動産等の評価につ

いて学習します。 



第４回 

第８章 有価証券の評価 

■１ 上場株式 
■２ 公社債等 

第９章 その他の財産 

■１ 預貯金 
■２ 年金により支払を受ける場合 
■３ 生命保険契約に関する権利 
■４ 定期金に関する権利 
■５ 保証期間付定期金に関する権利 
■６ 契約に基づかない定期金に関する権利 
■７ ゴルフ会員権 

第10章 評価に必要な資料とその収集方法 

有価証券及びその他

の財産について学習

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■本テキストの内容及び関係法令書類につきましては，平成30年４月１日現在に確定し

ている法令等に基づき作成しております。 



税法実務コース相続税 財産評価 ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

第１章  総 則 

■１ 評価の原則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   ２ 

■２ 邦貨換算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   ３ 

■３  共有と区分所有 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥     ３ 

 

第２章 土地及び土地の上に存する権利 

■１  土地評価上の区分 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥     ６ 

■２  地 積 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   ６ 

■３  減額の適用が受けられる場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥     ６ 

 

第３章 宅 地 

■１ 評価単位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   ８ 

■２ 評価の方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  １２ 

■３ 路線価による評価 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  １２ 

■４ 不整形地 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  ３１ 

■５ 特殊な土地等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  ４１ 

■６ 私 道 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  ７５ 

■７ 倍率方式による評価‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   ７９ 

 

第４章 宅地の上に存する権利 

■１ 宅地の上に存する権利 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  ８２ 

■２ 使用貸借に係る土地についての取扱い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥  ８５ 

■３ 相当の地代を支払っている場合等の 

借地権等についての取扱い ‥‥  ８５ 

■４ 土地の無償返還に関する届出書が提出されている場合 ‥‥  ９１ 

■５ 定期借地権等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   ９９ 

 



第５章 農地・山林・立木 

■１ 農 地 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１０ 

■２ 山 林 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１８ 

■３ 立 木 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１９ 

 

第６章 家屋・附属設備等・構築物 

■１ 家 屋 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １２６ 

■２ 附属設備等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １２７ 

■３ 構築物 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １２８ 

 

第７章 動産等 

■１ 一般動産 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３２ 

■２ たな卸商品等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３３ 

■３ 書画骨とう品 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３３ 

■４ 電話加入権 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３３ 

■５ 営業権 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３４ 

 

第８章 有価証券の評価 

■１ 上場株式 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １４４ 

■２ 公社債等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １４９ 

 

第９章 その他の財産 

■１ 預貯金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １６０ 

■２ 年金により支払を受ける場合  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １６２ 

■３  生命保険契約に関する権利 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １６８ 

■４ 定期金に関する権利 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １７１ 

■５ 保証期間付定期金に関する権利 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １７４ 

■６ 契約に基づかない定期金に関する権利 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １７６ 



■７ ゴルフ会員権 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １８１ 

第10章 評価に必要な資料とその収集方法 ‥‥‥‥‥‥‥ １８６ 

 

書式一覧 
 

（書式１）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書（整形地）‥‥‥‥‥ １７ 

（書式２）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書（がけ地）‥‥‥‥‥ ２８ 

（書式３）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書（不整形地）‥‥‥‥ ３８ 

（書式４）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書（無道路地）‥‥‥‥ ４５ 

（書式５）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 

（容積率が異なる宅地）‥‥‥‥‥ ５０ 

（書式６）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 

（セットバック地）‥‥‥‥‥‥‥ ５５ 

（書式７）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 

（都市計画道路予定地）‥‥‥‥‥ ６０ 

（書式８）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 

（区分地上権宅地）‥‥‥‥‥‥‥ ６５ 

（書式９）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 

（地積規模の大きな宅地）‥‥‥‥ ７１ 

（書式10）定期借地権等の評価明細書 

（一般定期借地権・定期借地権）‥ １０１ 

（書式11）定期借地権等の評価明細書 

（一般定期借地権・底地権）‥‥‥ １０３ 

（書式12）土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 

（底地権・定期借地権）‥‥‥‥‥ １０８ 

（書式13）市街地農地等の評価明細書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１３ 

（書式14）山林・森林の立木の評価明細書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １２１ 

（書式15）営業権の評価明細書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３７ 

（書式16）上場株式の評価明細書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １４６ 

（書式17）定期金の評価に関する評価明細書 

（定期金給付事由が発生しているもの）‥‥‥‥‥‥‥ １６７ 

（書式18）定期金の評価に関する評価明細書 

（定期金給付事由が発生していないもの）‥‥‥‥‥‥ １７３ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第１章 総 則 

１．評価の原則 ２ 

２．邦貨換算 ３ 

３．共有と区分所有 ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



総 則 
財産の価額は取得の時における時価により、債務の金額はその時の現況により評価

します。 
 

 

■１ 評価の原則 

相続税法は、相続税と贈与税の２税目を規定していますが、共に無償取得した財産の価

額を基礎として課税することとしています。したがって、この価額がいくらとなるかが、

課税に当たっては最も重要な要素となります。 

１．時価評価（法22） 

相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、その財産の取得の時におけ

る時価により、その財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況に

よる。 

なお、時価によらない場合の財産の価額については、別段の定めがあります。 

２．時価の意義（評通１(２)） 

時価についての具体的な算出方法は、財産評価基本通達に定められています。 

財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれ

の財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通

常成立すると認められる価額をいい、その価額は、財産評価基本通達の定めに

よって評価した価額（相続税評価額）による。 

※１課税時期とは、相続、遺贈又は贈与により財産を取得した日もしくは相続税

法の規定により、相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなされた財産の

その取得の日をいいます。 

※２相続税法における「時価」の概念である相続税評価額と、実際の売買実例価

額との間には、財産の種類、換価の難易等、財産に対する需給関係、売買当事

者間の力関係等の理由から、差異が生じています。 

３．評価方法の定めのない財産の評価（評通５） 

この通達に評価方法の定めのない財産の価額は、この通達に定める評価方法に

準じて評価する。 

４．この通達の評価により難い場合の評価（評通６） 

この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額

は、国税庁長官の指示を受けて評価する。 
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■２ 邦貨換算（評通４－３） 

１．邦貨換算に用いる為替相場の原則 

（１）外貨建てによる財産及び国外にある財産 

納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場（対顧

客直物電信買相場等）による。 

（注）外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合には、その金融機関の公

表する為替相場によります。 

（２）外貨建てによる債務 

納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場（対顧

客直物電信売相場等）による。 

２．課税時期に為替相場がない場合 

課税時期が土曜・休日等で金融機関の公表する為替相場がない場合には、次によ

ります。 

課税時期前の最終の為替売買相場等のうち、課税時期に最も近い日のその相場

による。 

※為替予約をしている場合には先物外国為替契約により確定している為替相場

によります。 

 

■３ 共有と区分所有 

１．共有と区分所有の意義 

（１）共有（民法249） 

複数人が１つの物の全部について、その持分に応じた使用をすることがで

きるという所有の形態をいう。 

（２）区分所有（建物の区分所有等に関する法律１） 

一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して利用することがで

きるものがある場合において、その各部分をそれぞれ所有する形態をいう。 

 

 

 

 

 

 


